
2008 年 2 月 22 日 速報 

中央自動車学校の「会社解散・全員解雇」闘争 

本日、県労委にて和解が成立し終結 
 
 
 

和解協定書 要旨 
 

１．会社は、組合に対し、会社解散及び組合員２６名を解雇したことにより、深刻な

紛争にまで発展したことに対し、遺憾の意を表明する。 
 
２．会社は、昨年５月１８日付解雇予告通知を撤回する。 
 
３．組合は、昨年６月２０日の会社解散を承認し、同日付の退職に同意する。 
 
４．会社は、今後も、会社解散の意思決定に変更はなく、自動車教習所事業の再開等、

偽装解散と受け取られるような対応を行わないことを確約する。 
 
５．会社は、解決金として退職金の他、相当額の金員を支払う。尚、金額については

非公表とする。 
 
６．組合、会社は、双方とも本件に関連した各申立てを速やかに取り下げ、一切の紛

争が解決したものとし、誹謗・中傷等を行わなず、本条項の他一切の債権債務がな

いことを確認する。 
 

 
 
 

 再就職を希望する組合員は、ほぼ全員が全国一般の自動車学校職場を

確保できました。詳しくはあらためてお礼にうかがいます。 
 

これまでのご支援に感謝申し上げます。 
 

全国一般労働組合石川地方本部／ 
同・自動車学校部会／同・中央自動車学校分会／同・中央自動車学校管理職分会 


